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障 害 福 祉 課

医療的ケア児支援センターの設置

１ 概要

医療的ケア児及びその家族に対する一元的な相談対応や関係機関との調整等を

行うため「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和３年法律

第81号）」に基づき，本年度，医療的ケア児支援センターを設置することとして

おり，今月，その運営委託先を決定した。

２ 運営委託先

公益社団法人 鹿児島県看護協会

３ 設置場所

こども総合療育センターと同一建物内

４ 開所予定日

令和５年９月

５ 医療的ケア児支援センターの主な役割

医療的ケア児及びその家族等からの電話・メール・来所などによる相談対応を

一元的に担うほか，地域の医療・保健・福祉・教育などの関係機関等への情報提

供や連絡調整を行う。

また，保護者や支援者などを対象とした研修なども行うこととしている。
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